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債務超過解消による猶予期間の解除に関するお知らせ 

 

 

 当社は、平成 24 年３月期において債務超過となり、名古屋証券取引所の「株券上場廃止基

準」第２条の２第１項第４号に該当し、債務超過に係る猶予期間銘柄となりましたが、本日、

有価証券報告書を関東財務局に提出した結果、平成 25 年３月期において債務超過を解消した

ことにより、猶予期間入り銘柄から解除されましたのでお知らせいたします。 

 

記 

１．対象となる法定開示書類 

  有価証券報告書（自 平成 24 年４月１日 至 平成 25 年３月 31 日） 

 

２．債務超過解消に至った経緯 

  当社グループは、平成 24 年３月期において債務超過の状況となっておりましたが、平成 25

年３月期において環境関連商品の販売、デジタル加工データの売却、海外貿易のセールスプロ

デュース事業、共同参画事業、時計物販等の売上 221 百万円を計上したことにより、当期純利

益 50 百万円となりました。この結果、平成 25 年３月期において、債務超過を解消することが

できました。 

 

３．今後の見通し 

今後の見通しにつきましては、引き続き売上からの収益を確保することによって、継続的な

収益による財務体質の改善を行いながら、新規事業へ営業資源を注入し、さらなる収益の増加

を図ってまいります。 

セールスプロデュース事業においては、現在進めております海外におけるプロデュース事業

に加え、建設、不動産関連の新規プロデュース事業の立ち上げ並びにパートナー企業とのアラ

イアンス等を積極的に行うことで、継続的な収益の確保を図ってまいります。 

なお、平成 26 年３月期の業績予想につきましては、平成 25 年５月 20 日開示の「平成 25 年

３月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」に記載のとおりであります。 

以上 

 


